
関東支部

鉄塔建替工事中，停止状態の誤認に起因した感電災害の発生について

・当日の移線作業に向けて，C1腕金にて塔体側に寄せて吊り下げていたがいし連を直吊り

　にするため，振れ留ロープの端末を持ちながら送り出しを実施。端末を持って送り出した際

　に徐々に腕金先端へ移動したところ，充電部に接近し感電した。

【被災程度】 感電やけど（背部，右上肢，両下肢熱傷）

【装備】 作業着（上・下），安全帽，安全靴，革手袋，墜落制止用器具装着あり

1.災害発生の主原因

　①停止受渡し前のルールが教育資料に具体的に明示されていなかったため，口頭のみの教育

　　となっていた。

　②休工期間の系統状況を施工計画書に記載することが明確に定義されていなかった。

　③停止管理に関する実施事項の目的や背景が，標準仕様書や教育テキストに具体的に明示

　　されていなかった。

　④元請は停止に関わる判断を複数人で確認するルールを決めていなかった。

　⑤現場代理人の管理能力を把握する仕組み及び管理能力に応じてフォローする仕組みがなかった。

2.再発防止対策

　①見直しを実施した「停止受渡作業教育テキスト（東電PG）」により社員教育を行う。

　②東電PGから指示される休工期間も含めた系統状況を，具体的に施工計画書に記載する。

　③停止管理は複数人のチェックにより適切に実施する。

　④工事管理箇所と元請が，現場代理人の経験知などから，東電PGの工事監理区分と比較して，

　　当該現場の安全管理について協議する。

（注）1.　「人身災害報告要領」に基づいて記載するものとし、「工事の種類」「災害の種類」「原因」

については該当項目に○印を付ける。

　　　2.  災害状況の説明と共になるべく図面を添付すること（様式－2）。特に感電の場合は支持物、

電線の離隔距離その他寸法を記入する。
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